
図書館年報 

令和５年度のあらまし 

日 進 市 立 図 書 館 



令和５年度 基本方針と目標について 

基本方針及び目標

「 誰もが知る自由が保障され、いつでも利用できる図書館」「 いつでも生活する上で必要

な情報が得られる図書館」 として、幼児から高齢者まで、誰もが本を読んで楽しみ、生活

の知恵を得て、身体の健康と共に心の豊かさを育み、親しみやすい「 生活の中に開かれた

図書館」 を目指します。  

特に、子どもたち自身が読書習慣を身につけ、広い知識と豊かな情操を得て健全に育つ

よう「 日進市子ども読書活動推進計画」 を遂行します。  

重点事項

図書館と学校図書館の連携

図書館と学校図書館のシステム連携により、学校図書館の本の発注や予約業務を支援

し、学校からの公共図書館利用率向上を目指します。また、電子会議システムの活用に

より、学校図書館の司書を専門的に支援します。  

主な事業

１ レファレンス・ サービス事業

 バランスある蔵書構成に努めるとともに、児童図書の整備・ 充実を図ります。また、

地域資料などの多様な図書資料等の収集に努めます。 

 図書館員のレファレンス知識の習得と技術の向上に努め、研修等にも積極的に参加

し、職員間の迅速な情報共有に努めます。  

２ 配本・ 回収事業

福祉会館・ 保育園等への配本・ 回収を精査し、継続実施します。また、私立幼稚園

等に新たな配本拠点を拡大する予定です。 

３ 図書ネットワーク事業

近隣図書館、小中学校、高校、大学、企業等との連携を図り、広域ネットワークを

推進します。  

また、庁内他部署とも連携し、図書館利用に困難がある人へのサービスの周知に努

めるとともに、子どもの読書活動の推進、学校図書館との連携を進めます。  

図書館ボランティアの参加促進及び継続性のあるボランティア活動の推進を図り、

ボランティア交流会の開催や図書館まつりの運営を通して図書館ボランティアとの連

携強化に努めます。  

自主財源の確保のため、企業等を対象に雑誌スポンサー制度の周知を図り、協賛企

業を増やします。また、児童サービスに係るクラウドファンディングの実施により、

児童サービスの強化を打ち出します。  
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１  日進市の概要 

日進市は、愛知県のほぼ中央部である尾張と三河の境に位置し、西は名古屋市東部、東は豊

田市・ みよし市、南は東郷町、北は長久手市にそれぞれ隣接しており、東西8. 9km、南北6. 8km

と東西にのびた形をしています。 

市域には多くの山林、樹木、田畑があり、また小高い山から岩崎川、北新田川、折戸川など

の小さな川が流れ出し、これらの川は天白川と合流しています。一般道路は、国道153号線・

県道57号線・ 県道58号線などの幹線道路が走っています。  

また、名古屋市と豊田市とを結ぶ名古屋市営地下鉄鶴舞線と名鉄豊田線が相互乗り入れし、

市内に「 赤池」「 日進」「 米野木」 の3駅があり、市民の足となっています。  

２  日進市立図書館のあゆみ 

年  月 経     過 

昭和55年 6月 旧庁舎を改修し社会文化センター図書室を設置。蔵書は約8, 000冊。 

（ 1980年） 9月 社会文化センター図書室で、図書の貸出を開始。 

貸出冊数及び期間は、1人2冊10日間。  

昭和58年 

（ 1983年） 

7月 貸出冊数及び期間を1人3冊、2週間に変更。  

昭和61年 

（ 1986年） 

11月 移動図書館｢あじさい号｣町内4ヶ所の巡回を開始。  

昭和63年 

（ 1988年） 

11月 移動図書館｢あじさい号｣の巡回箇所に赤池公民館を増設。（ 計 5 ヶ

所）  

面 積    ３４ . ９１  ｋ ㎡

人 口 ９３，８８１  人 

世帯数 ３９，８４８  世帯

 令和6年3月31日現在 
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年  月 経     過 

平成元年 3月 日進町立図書館条例及び日進町立図書館規則を制定。  

（ 1989年） 5月 日進町立図書館条例及び日進町立図書館規則を施行。  

これにより、旧社会文化センターの建物が日進町立図書館となる。 

社会文化センター図書室より、図書（ 52, 079冊）、紙芝居（ 632組）、

カセットテープ（ 150本）、ビデオテープ（ 20本） を引き継ぐ。 

改修工事を着工。 

 9月 2階から 1階へ図書を移動するため1ヶ月休館。 

 10月 新館をオープン（ 1階図書室のみ）。  

 11月 改修工事を完了。 

平成 2 年 1月 「 図書館コンピュータ導入検討会」 を設置。 

（ 1990年） 4月 日進町ＯＡ推進委員会作業部会でシステム導入の承認を得る。MARC

（ 書誌データ） をTRCマークに決定。 

6月 図書館システム（ NECシステム 3100 モデル 50A／図書館システム

Li cs-1／日本電気㈱中部支社） を採用。 

7月 図書バーコードラベル貼付作業を開始し、既存図書のMARC作成を

㈱図書館流通センターに委託。 

 9月 システムの利用者登録の受付を開始。 

 11月 図書館システムのリース（ 5年） を開始。  

平成 3 年 

（ 1991年） 

3月 図書館システムが本格稼動。 

貸出冊数を1人3冊から 5冊に変更。 

平成 4 年 3月 視聴覚資料（ 市販ビデオ） の貸出を開始。 

（ 1992年） 6月 視聴覚資料（ CD） の貸出を開始。 

平成 5 年 2月 障害者への郵送・ 宅配サービスを開始。 

（ 1993年） 6月 参考図書コーナーと郷土資料コーナーを一般図書室から独立させ、

2階に参考図書室を設置。 

平成 6 年 

（ 1994年） 

7月 移動図書館の貸出冊数を 1人5冊から 10冊に変更。ただし、本館

で5冊借りている場合は5冊まで。  

 10月 市制施行に伴い、日進市立図書館に名称を変更。 

平成 7 年 

（ 1995年） 

1月

10月

朗読ボランティア「 声の飛行船」 の協力により、図書館が毎月発行

している「 新着図書案内」 をカセットテープに吹き込み、視覚障害

者への提供を開始。 

日進市ＯＡ推進部会で新図書館システムの承認を得て、導入機種

（ NECシステムS7200モデル70／図書館システムLi cs-1AD／日本電

気㈱中部支社） を決定。 

平成 8 年 

（ 1996年） 

2月 移動図書館「 あじさい号」 の巡回箇所に折戸福池公園、株山中央公

園の2ヶ所を増設。（ 計7ヶ所）  

 5月 2階学習室1の25席を学習室2に移設し、閉架書庫を増設。 
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年  月 経     過 

平成 8 年 

（ 1996年） 

6月 新図書館システムが本格稼動。 

平成 9 年 

（ 1997年） 

移動図書館「 あじさい号」 を更新。 

平成10年 

（ 1998年） 

6月 1階おはなしの部屋を改修工事。 

平成11年 

（ 1999年） 

2月 図書館基本計画書を策定。 

平成13年 

（ 2001年） 

6月 図書館システムを更新し、富士通Pri mergyEs320／図書館情報シス

テムi Li s wi ng21を採用。  

移動図書館「 あじさい号」 の巡回箇所に日進市立北小学校、相野山

小学校の2ヶ所を増設。（ 計9ヶ所）  

平成14年 

（ 2002年） 

6月 貸出冊数を1人5冊から 7冊に変更。 

平成15年 4月 新図書館建設準備室を設置。 

（ 2003年） 6月 移動図書館「 あじさい号」 の巡回箇所に日進市立西小学校、青葉分

校の2ヶ所を増設。（ 計11ヶ所）  

平成16年 

（ 2004年） 

6月 移動図書館「 あじさい号」 の巡回箇所に日進市立東小学校、香久山

小学校、梨の木小学校の3ヶ所を増設。（ 計14ヶ所）  

平成17年 4月 新図書館建設準備室を新図書館準備室に名称変更。  

（ 2005年） 7月 貸出冊数を 1人7冊から 10冊に変更。同時に利用対象者を近隣市

町（ 豊田市、豊明市、長久手町〔 現 長久手市〕、東郷町、三好町〔 現 

みよし市〕、名古屋市名東区、同緑区、同天白区） に拡大。 

平成18年 3月 新図書館建築設計を開始。 

（ 2006年） 12月 新図書館建設工事を着工。 

平成19年 

（ 2007年） 

10月

11月

移動図書館「 あじさい号」 を終了。 

市内各福祉会館で配本サービス事業を開始。 

平成20年 

（ 2008年） 

6月 旧図書館の閉架資料と事前購入図書を移動し、ICタグ貼り付け作業

を行う。 

旧図書館の図書室を閉鎖し、貸出を停止。 

 7月 旧図書館の開架資料を移動し、 ICタグ貼り付け作業を行う。  

8月 新図書館システム（ エルシエロ（ ELCI ELO） Ver. 2. 5／京セラ丸善シ

ステムインテグレーション㈱） のリースを開始。 

㈱図書館流通センターによる運営業務委託を開始。 

旧図書館を閉鎖。 

 9月 新図書館内覧会を開催し、利用者カードの登録更新を開始。 
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年  月 経     過 

平成20年 10月 新図書館が開館。蔵書は約23万冊。  

（ 2008年） 利用対象者を名古屋市、豊田市、瀬戸市、尾張旭市、豊明市、長久

手町〔 現 長久手市〕、東郷町、三好町〔 現 みよし市〕 に拡大し、3

年毎の更新制とする。  

 11月 WEBOPACによる予約受付を開始。 

平成21年 6月 ナクソス・ ミュージック・ ライブラリーの館外貸出を開始。 

（ 2009年） 7月 ポイントサービスを開始。 

平成22年 9月 市内にある小学校、中学校への配本サービス事業を開始。 

（ 2010年） 10月 市民協働によるパソコン相談会を開始。 

椙山女学園大学図書館と現物貸借に関する協定書を締結し、平成22

年11月1日から施行。 

 11月 愛知学院大学図書館情報センターと共催で講演会と映画会を開催。 

平成23年 

（ 2011年） 

6月 にっしん子育て総合支援センターに図書返却ポストを設置。 

平成24年 

（ 2012年） 

3月 愛知県知事から「 第17回（ 平成23年度）  人にやさしい街づく り

賞」 特別賞を受賞。 

「 雑誌スポンサー制度」 の要綱を制定。 

 6月 「 雑誌スポンサー制度」 の運用を開始。 

障害者福祉センターに図書返却ポストを設置。 

12月 内閣府から「 平成24年度 バリアフリー・ ユニバーサルデザイン推

進功者表彰」 内閣府特命担当大臣表彰優良賞を受賞。  

平成25年 

（ 2013年） 

6月 1 階グループ学習室（ 1 室） をパソコン専用室（ 社会人専用席） と

し、また2階Ｉ Ｔ講習室に社会人専用席（ 無料： 16席） を設置。  

 10月 開館5周年記念事業を開催。 

平成26年 8月 図書館窓口業務を、引き続き（ 株） 図書館流通センターに委託。 

（ 2014年） 12月 図書館システムについて、京セラ丸善システムインテグレーション

（ エルシエロ（ ELCI ELO） Ver.  2. 13. 2 ） を引き続き採用。また、

図書館ホームページをリニューアル。 

WEB上で再貸出（ 1 回のみ） の手続きやセット予約（ 上下等順番に

受取る予約） が可能となる。また、ＡＶ資料の予約が1点のみ可能

となる。 

平成27年 

（ 2015年） 

7～12月 子ども読書活動推進計画の策定に向け、アンケートを実施。

平成28年 3月 視覚障害者情報総合ネットワーク（ サピエ） に入会。  

（ 2016年） 6月 障害者福祉センターへの配本事業サービスを開始。  

 12月 フリースペースでの公衆無線ＬＡＮ(Wi -Fi )を整備。  
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年  月 経     過 

平成28年 

（ 2016年） 

11月 子ども読書活動推進計画を策定。 

CD／DVDのブックポスト返却を開始。 

 8月 視覚障害者情報総合ネットワーク(サピエ)運用を開始。  

平成29年 

（ 2017年） 

2月 国立国会図書館より、レファレンス共同データベース登録事業の協

力に対し礼状をいただく 。（ 提供件数250件）  

 3月 日進市立視聴覚ライブラリーの設置及び管理に関する条例及び日

進市立視聴覚ライブラリー管理規則を廃止。 

4月 会議室等の施設の利用条件を市内及び名古屋市、瀬戸市、 豊田市、

尾張旭市、豊明市、みよし市、長久手市、東郷町に事業所や活動拠

点のある個人・ 団体へ拡大するとともに、  申し込み開始日を一般

が３ヶ月前の初日から、市内の社会 教育団体が６ヶ月前の初日か

らに変更。 

 8月 図書館窓口業務を引き続き（ 株） 図書館流通センターに委託。 

 11月 大型商業施設「 プライムツリー赤池」 に図書館返却ポストを設置。 

 12月 子ども選書体験会を開催。  

第１回子ども図書館会議（ ビブリオバトル） を開催。  

平成30年 1月 市内中学校・ 高等学校に向けたYAだよりを発行開始。(年3回）  

（ 2018年） 3月 読書感想画展覧会を開催。 

4月 市内利用者向けに在架予約サービスを開始。 

 10月 開館10周年記念事業を開催。 

平成31年 

（ 2019年） 

1月 公立保育園への配本サービス事業を開始。 

2月 国立国会図書館より、レファレンス共同データベース登録事業の協

力に対し礼状を頂く 。（ 提供件数320件、累積提供件数1, 008件）  

令和元年 

（ 2019年） 

11月 図書館システムの更新を行う。メインシステムについては引き続き

京セラ丸善システムインテグレーション（ エルシエロ（ ELCI ELO）

Ver.  3. 02. 08 ） を採用、自動返却機の導入および自動貸出機の増

設を行い、図書館ホームページをリニューアル。 

令和２ 年 2月 学習室（ 座席） 予約システムの導入。 

（ 2020年） 3月 新型コロナウイルス感染症対策のため、3月3日（ 火） から学習席

の利用を停止し、3月7日（ 土） からは臨時休館とする。 

臨時休館特別対応として、放課後児童クラブと放課後子ども教室へ

スタッフが選んだ本をコンテナ便として届ける。  

 4月 図書館内の総合窓口を臨時窓口として開設。予約資料の受け取りお

よび本のおたのしみセットの貸し出しを行う。  
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年  月 経     過 

令和２ 年 

（ 2020年） 

6月 6月2日（ 火）から開館。一部サービス（ 館内資料の利用、館内OPAC

の利用、レファレンスカウンターの開設、紙の申込書による資料の

予約等） を再開。 

 7月 7月3日（ 金）から、一部サービス（ 学習席・ CD視聴機・ ロッカー・

ハンドドライヤー・ ウォータークーラーの利用） を停止したまま、

その他サービスは利用制限しながら再開。 

11月 11月1日（ 日） から学習席の一部を開放。 

12月 オーディオブックを新たに導入し、サービスを開始。 

令和３ 年 2月 図書除菌機を1台導入。 

（ 2021年） 4月 新型コロナウイルス感染症対策のため、4月20日（ 火）から定例お

はなし会を中止。（ 県のまん延防止等重点措置の延長に伴い、8 月

31日（ 火） まで中止期間を延長）  

5月 特別図書整理期間を短縮し、5月27日（ 木） から 6月3日（ 木） ま

での8日間とする。 

8月 新型コロナウイルス感染症対策のため、8月28 日（ 土） から 9月

12日（ 日） まで臨時休館とする。 

期間中は「 完全休館」 となり、施設内への立ち入りが不可となる。 

9月 → 6, 000オーディオブックのコンテンツ数が増加（ 3, 000件 件） し、

分類検索も可能となる。  

9月14日（ 火） から、平日・ 土日祝ともに午後5時まで開館。一部

サービス（ 閲覧席・ 学習席・ フリースペース・ 会議室等の利用） を

停止し、その他サービスは利用制限しながら再開。 

「 第20回にっしん夢まつり」 の中止に伴い、9月19日（ 日） に図

書館を臨時開館。 

10月 10月1日（ 金） から、平日は午後8時まで開館。閲覧席・ フリース

スペース・ 会議室・ 定例おはなし会等を利用制限しながら開放。 

10月14日（ 木） から、学習席を利用制限しながら開放。 

令和４ 年 

（ 2022年） 

1月 新型コロナウイルス感染症対策のため、1月21日（ 金）から定例お

はなし会を中止。（ 県のまん延防止等重点措置の延長に伴い、3 月

21日（ 月） まで中止期間を延長）  

3月 「 第2次日進市子ども読書活動推進計画」 を策定。 

3月23日（ 水） から、定例おはなし会を再開。  

令和４ 年 7月 公立等保育園への配本サービス事業を11園に拡大。  

（ 2022年） 8月 図書館窓口業務を、引き続き（ 株） 図書館流通センターに委託。 

12月 自動返却機（ 2台目） を導入。 
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年  月 経     過 

令和５ 年 2月 学校図書館との連携システムを導入。 

（ 2023年） 
4月

学校連携が本格的に稼働し、本の購入に関する所管を学校教育課か

ら図書館へ移管。 

6月 開館15周年記念事業を開催。 

新型コロナウイルス感染症対策のため利用制限していた閲覧席・ 学

習席・ フリースペース・ 会議室の制限を解除。 

9月 配本車両更新のため新車1台を購入。 

11月 図書館まつりを、実行委員会を立ち上げて実施。 

令和６ 年 

（ 2024年） 

2月 会議室等の図書館施設をオンラインで予約できる「 あいち共同利用

型施設予約システム」 を導入。 

 3月 1 階グループ学習室（ 1 室） を廃棄本のリサイクルコーナーとし、

毎週金曜日から日曜日までと祝日に開放。 

中央可鍛工業株式会社から椅子18脚が寄贈される。  
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３  施設のあらまし 

（ １） 所在地 

〒470-0122 日進市蟹甲町中島３番地 

TEL：（ 0561） 73-4123 

FAX：（ 0561） 73-6224 

E-mai l ： toshokan@ci ty. ni sshi n. l g. j p 

（ ２） 図書館規模 

敷地面積      １１ , ５５４．６５㎡ 

建物構造  鉄筋コンクリート造２階建 

建築面積       ４ , １８０．４１㎡ 

延床面積      ６ , １０１．８３㎡ 

各階面積  １階：  ３ , ９２８．１０㎡ 

               ２階：  ２ , １５４．２９㎡ 

ＰＨ：       １９．４４㎡ 

駐車台数  101台 

駐輪台数  約200台 

環境配慮  雨水利用（ トイレ・散水用100 ）、屋上緑化、浸透設備による雨水貯留、

照明器具の省エネ器具採用、トップライトによる自然採光の取り入れ等 

収蔵能力   開架18万冊  閉架30万冊  計 48万冊 

（ ３） 建設関係 

ア 設計監理：（ 株） 岡田新一設計事務所〔 東京〕  

イ 建設工事： フジタ・ アイサワ特定建設工事共同企業体 

工期： 平成18年12月1日～平成20年5月21日 

ウ 書架設置等工事： キハラ（ 株）  

工期： 平成19年6月22日～平成20年6月24日 
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エ 外構工事：（ 株） 鈴木工務店 

工期： 平成20年2月28日～平成20年9月19日 

オ 建設費 合計 ２ , ９４４ , ０９１ , １７４円 

内

訳

用地費   ５７０ , ７８２ , ４７４  円

本体工事費（ 含む監理費）  １ , ８８５ , ８００ , ０００  円

書架設置等工事費（  〃 ）    ２８７ , ６７５ , ８５０  円

外構工事費（  〃 ）  １２２ , ５３５ , ０００  円

設計委託料（ 基本・ 実施）  ７７ , ２９７ , ８５０  円

（ ４） 図書館の特徴 

ア 設計のコンセプト （ 岡田新一設計事務所）  

（ ア） ゾーニングの融合 

<図書館ゾーン>と<ワークショップゾーン>の関係性を追求し、2 つのゾーンを管理

区域の内外で明確に分けつつ、相互のスペースの有効活用を図っています。  

（ イ）「 シンプル」 ＆「 シンボル」  

骨格はシンプルな外形を基本として、四隅に「 シンボル（ 明けの明星、太陽、宵の

明星、月）」 を作成し、日進市の1日の流れを表します。 

イ 日進市新図書館建築計画書のコンセプト  

～出会いと憩いの図書館をめざして（ 5つの柱） ～ 

（ ア） 滞在型図書館 

（ イ） 情報発信拠点 

（ ウ） 市民参加型の図書館 

（ エ） 地域と連携する図書館 

（ オ） 児童青少年を知と情報の世界に導く図書館 

ウ 図書館部分 

（ ア） 充実した児童サービスのため、児童専用サービスデスク、プレイルーム、子ども用

トイレ、旧館（ 約115㎡） より、3. 1 倍拡張した児童コーナー（ 358㎡）、ティーンズ

コーナー（ 58㎡ ） の設置 

（ イ） 一般開架室（ 1階・ 2階） 約300席、ゆったりした書架、最大14万冊が収納可能 

（ ウ） ＣＤ・ ＤＶＤ視聴コーナー（ 4ブース）、学習室（ 1階： 68席、2階： 30席、社会人

専用で車椅子ご利用の方にも使いやすい机が設置されているパソコン専用室（ 1階： 1

室×6席）、独立したレファレンスデスク（ 1階・ 2階） の設置 

（ エ） 自動貸出機（ 10台） 及び自動返却機（ 2台） の導入 

（ オ） 学習席予約システムの導入 
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（ カ） 昼間に来館できない市民へのサービスとして平日（ 火～金） は午後8時まで開館 

（ キ） ボランティア活動の支援のため、ボランティア室、録音室、対面朗読室、点字作業

室を設置。移転時には、移転ボランティア（ 82人）、案内ボランティア（ 17人）、ボラ

ンティア講座（ 23人） 等の活動を実施 

（ ク） 業務の効率化と費用の削減のため、レファレンス・ 選書等は主に職員が対応し、貸

出・ 返却窓口や配架業務等は㈱図書館流通センター、本の装備やデータ作成は、㈲日

進書房に委託 

エ 複合施設部分 

（ ア） フリースペースに軽食喫茶コーナー（ 社会福祉法人あじさいの会が運営） を設置 

（ イ） 工作室、第1会議室、第2会議室、第3会議室があり、工作室と第1会議室及び 

第2、第3会議室は一体利用が可能 

（ ウ） 視聴覚ホールは、天井の高い空間で講演会等に利用が可能 

（ エ） 展示スペースは、9枚の展示壁が可動し、さまざまなレイアウトが可能 

（ オ） Ｉ Ｔ講習室（ 2階） には、10台のパソコンが設置され、デザイン編集や企画書等の

作成も可能 

2階パソコン専用席に無線LANシート（ 8台分） を設置 

（ カ） 大会議室（ 2階： 48席） は、学校の長期休業日に学習室として開放 

（ キ） 視聴覚ホール、工作室、会議室、 Ｉ Ｔ講習室等の利用は有料 

オ バリアフリー 

（ ア） エレベーター（ 利用者用： 1基）： シースルータイプを設置 

（ イ） エレベーター（ 事務用： 1基）： 救急用ストレッチャーに対応 

（ ウ） 多目的トイレ： 1階・ 2階各1ヶ所（ オストメイト対応、介護ベッド付き、1階・ 2

階で逆の取付け）  

（ エ） オムツ替えベッド： 男女トイレにそれぞれに設置 

（ ５） コンピュータシステム 

ア 京セラ丸善システムインテグレーション㈱のELCI ELO（ エルシエロ） Ver. 3. 02. 08を採用 

イ すべての図書館資料にICタグを利用し、自動貸出機の導入 

ウ 利用者カードにリライトカードを使用し、貸出中の書名等の印字が可能 

エ 利用者用館内検索端末の設置（ タッチパネル方式、キーボード方式、計28台）  

オ WEB方式のOPACを採用し、蔵書検索、予約の受付及び取消、貸出・ 予約状況や貸出履

歴の確認等が可能 



11 

４  予算・ 決算  

名    称 令和５年度 歳出決算 令和６年度 歳出予算 

図書館運営費 １７２，４２６，８２３円 ２０１，５３５千円

内 

訳 

図書館管理事業 ５４，０１１，６９９円 ６７，３７３千円

図書館運営事業 １１８，４１５，１２４円 １３４，１６２千円

５ 図書館協議会  

（ １） 令和５年度図書館協議会委員名簿 

委 員 長 内藤 幹洋 学校教育の関係者

副委員長 足立 祐輔 学識経験のある者

 片山 佳子 学校教育の関係者

 佐合 廣利 社会教育の関係者

 竹内 照和 社会教育の関係者

 宮田 恒治 家庭教育の向上に資する活動を行う者

 近藤 洋子 学識経験のある者

 鈴木 美智子 学識経験のある者

 小澤 真知子 公募の市民

 松本 朋子 公募の市民

任期： 令和5年4月１日～令和7年3月31日 

（ ２） 協議会開催内容 

第1回 令和5年5月25日（ 木）  

・ 令和４年度図書館事業実績について 

・ 令和５年度図書館事業計画について 

・ 公共図書館と学校図書館のシステム連携事業について 

第2回 令和5年11月21日（ 火）  

 ・ 令和５年度事業実績について（ 中間報告）  

・ 子ども読書活動推進計画について（ 中間報告）  

・ 学校支援（ 学校図書館の支援及び図書標準） について 

・ 読書バリアフリー計画について 

・ Ｗｅ ｂサイト改善とソーシャルメディア活用について 

第3回 令和6年2月21日（ 水）  

 ・ 令和５年度事業実績について（ 中間報告）  

・ 令和６年度図書館事業計画（ 案） について

・ 読書バリアフリー計画（「 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」） につ

いて 

・ 日進市立図書館ソーシャルメディア運用方針について 
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６  図書館業務概要 

（ １） 図書館業務組織図 

管理係 施設管理業務 

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
部

図

書

館

文書管理業務 

予算管理業務 

調査統計資料作成業務 

関係諸機関との連絡調整 

その他庶務業務 

図書 

企画係 
予約・ リクエスト業務 

図
書
館
協
議
会

レファレンス・ サービス 

児童奉仕業務 

読書推進業務 

資料収集・整理・保存・管理業務 

配本サービス業務 

貸出・ 返却等窓口業務 

配架業務 

（ ２） 開館時間及び休館日 

ア 開館時間 

玄関ホール  火 ～ 金

土日月祝

：  午前9時～午後8時  

：  午前9時～午後5時 

図書館  火 ～ 金

土 日 祝

：  午前9時30分～午後8時 

：  午前9時30分～午後5時  

イ 休館日 

玄関ホール  

(部分開館) 

●毎月第1月曜日・ 第1木曜日 
※ただし、この日が年末年始、特別整理期間、国民の祝日に当たる場合、
その日以降最初の平日とする。  

●年末年始（ 12月29日～1月3日）
●特別整理期間（ 毎年１回15日以内で館長が定める期間）
●図書館  毎月第1月曜日・ 第1木曜日 

※ただし、この日が年末年始、特別整理期間、国民の祝日に当たる場合、
その日以降最初の平日とする。 

●第１以外の月曜日（ただし、この日が国民の祝日に当たる日は開館）
●年末年始（ 12月29日～1月3日）
●特別整理期間（ 毎年1回15日以内で館長が定める期間）
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（ ３） 図書館資料の利用 

ア 利用者登録 

図書館資料を借りる場合は利用者カードが必要です。利用対象者は、日進市内に在

住、在勤、在学の人及び名古屋市、瀬戸市、豊田市、尾張旭市、豊明市、みよし市、

長久手市、東郷町に住所を有する人です。登録は3年毎に更新手続きが必要です。 

利用者カードデザインについて 

【 市内用】  

デザイン： 吉田 主恵 さん 

【 市外用】  

デザイン： 加藤まりあ さん 

利用者カードのデザインは、名古屋学芸大学（ 日進市岩崎町）の協力を得て、

多くの学生が作成した作品の中から選定されました。  

イ 貸出 

ご利用は、原則として本人のみとなります。貸出数は、1人10点まで（ 視聴覚資料

などを含む）。貸出期間は15日以内です。 

また、借りた資料を他人に貸すことはできません。紛失・ 汚破損等の場合は、弁償

していただく ことがあります。  

ウ 返却 

開館中の返却は、自動返却機をご利用ください。閉館中は、返却ポスト又は市内の

各福祉会館等にある返却ポストをご利用ください。  

貸出期限を過ぎても資料を返却されない場合は、貸出等を制限又は停止することが

あります。 

（ ４） 予約・ リクエスト  

貸出中の資料を借りたい時は、予約することができます。また、所蔵のない資料（ Ａ

Ｖ資料・ 雑誌等は除く ） は、リクエストすることができます。予約・ リクエストは、1

人につき5点までです。（ ＡＶ資料の予約は1点まで）  

※ただし、近隣市町の方の予約・ リクエストはお受けできません。 

（ ５） 参考業務（ レファレンス・ サービス）  

図書館職員が、日常生活の疑問の解決や調査・ 研究のお手伝いをいたします。  
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（ ６） 資料の複写 

図書館の資料に限り、著作権法の許す範囲内でその一部分を 1人１部複写できます。

ただし、著作権法の関係でお断りすることがあります。複写の際は、複写申込書を記載

の上、貸出返却デスクに提出してください。 

【 複写手数料】  

モノクロ・ ２色 １枚 10円 

カラー  １枚 20円（ 令和3年7月改定）  

（ ７） 団体貸出 

市内の読書活動を行う団体やグループに団体貸出を行います。貸出数は、1団体50冊

まで、貸出期間は1ヶ月以内です。 

（ ８） 郵送・ 宅配貸出 

図書館に来館することが困難な、市内に在住する身体障害者手帳を交付されている視

覚障害1級から 6級までの方、肢体不自由1級または2級に該当する方、また介護保険

法による要介護と判定された方は、郵送または宅配による貸出サービスの利用が可能で

す。貸出期間は、原則として郵送期間を除き15日以内です。  

（ ９） 特別貸出 

参考図書・ 郷土資料等館外貸出禁止の資料等について、館長が特に認めた場合に貸出

します。 

（ 10） 配本サービス事業 

ア 予約本の受け渡しサービス 

予約した本を市内の福祉会館等へ届けるサービスを行っています。 

イ 返却本回収サービス 

市内の福祉会館等に返却ポストを設置し、返却された図書資料を回収しています。  

ウ 受け渡し・ 回収場所 

福祉会館 ６館（ 南部、東部、相野山、北部、岩崎台香久山、西部）  

保育園 公立９園（ 西部、北部、中部、新ラ田、東部、南部、梅森、三本木、北新田） 

指定管理１園（ 米野木台西）  

私立１園（ 日東保育園）

にっしん子育て総合支援センター

障害者福祉センター 

プライムツリー赤池（ 回収のみ）   

（ 11） 施設の利用 

ア 利用対象 

日進市内に在住、在勤、在学の人及び名古屋市、瀬戸市、豊田市、尾張旭市、豊明市、

みよし市、長久手市、東郷町に住所や活動拠点のある団体、個人 



15 

イ 利用の申込み 

○会議室等の予約には、図書館利用カードとあいち共同型施設予約システム利用カー
ドが必要です。 

○申込みは、「 あいち共同利用型施設予約システム」 をご利用ください。 
○申込みは、利用日の3ヶ月前の月の１日～10日に抽選予約を、2か月前の月の1日
から一般予約（ 先着順） を受け付けます。 

○申込み後１週間以内に、総合窓口で使用料を納付してく ださい。 
○郵送・ ＦＡＸ等による受付はできません。大きなイベント等を開催される場合は、
職員にご相談ください。  

○許可を受けた目的以外での利用、又は利用の権利譲渡・ 転貸はできません。 
ウ 施設の利用区分 

図書館の施設の利用時間の区分は以下のとおりです。  

 午前 午後 夜間 

― 月・ 土・ 日曜・ 祝日 9： 30～13： 00 13： 00～17： 00 

上記以外の日 9： 30～13： 00 13： 00～17： 00 17： 00～20： 00 

※利用時間は、準備・ 目的の活動・ 後片付け・ 清掃等に要する時間を含みます。 
エ 施設の使用料金 

使用料 

施設の名称
午 前 午 後 夜 間 

視聴覚ホール 5, 550円 6, 380円 4, 810円

練習室 300円 410円 300円

工作室 1, 150円 1, 350円 1, 030円

第1会議室 1, 350円 1, 560円 1, 150円

第2会議室 1, 030円 1, 150円 830円

第3会議室 1, 250円 1, 350円 1, 030円

大会議室 2, 820円 3, 230円 2, 400円

2階会議室 1, 350円 1, 560円 1, 150円

Ｉ Ｔ講習室 一般ＰＣ       1回あたり 410円 

ＡＶＰＣ       1回あたり 620円 

設備備品 マイクセット      1回あたり 300円 

書画カメラセット    1回あたり 730円 

プロジェクターセット  1回あたり 620円 

ＣＤラジカセ     1回あたり 200円 

プリント代 モノクロ・ 2色

カラー 

1枚 10円 

1枚 20円（ 令和3年7月改定）  

※使用料の納入時に利用許可書兼領収書を発行します。  
※使用料は、原則として返金できません。
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○ 日進市立図書館条例 

平成元年3月31日 

条例第2号 

改正 平成6年8月12日条例第20号 

平成12年3月28日条例第26号 

平成20年6月25日条例第20号 

平成24年3月28日条例第16号 

平成25年12月25日条例第31号 

令和元年7月2日条例第14号 

(設置)  

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「 法」 という。 )第10条の規定により、

日進市に図書館を設置する。  

(名称及び位置)  

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。  

名称 日進市立図書館 

位置 日進市蟹甲町中島3番地 

(職員)  

第3条 図書館に、館長、司書及びその他必要な職員を置く 。  

(図書館協議会)  

第4条 図書館の適正かつ円滑な運営を図るため、法第14条第1項の規定に基づき図書

館協議会(以下「 協議会」 という。 )を置く 。  

2 前項の協議会の委員は、法第16条の規定に基づき、次に掲げる者のうちから、教育

委員会が任命する。  

( 1)  学校教育の関係者 

(2)  社会教育の関係者 

(3)  家庭教育の向上に資する活動を行う者 

( 4)  学識経験のある者 

(5)  公募の市民 

(協議会の委員の定数及び任期)  

第5条 協議会の委員(以下「 委員」 という。 )の定数は、 10人以内とする。  

2 委員の任期は、 2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任
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者の残任期間とする。  

3 委員は、再任を妨げない。  

4 教育委員会は、特別の事情が生じた場合には、その任期中であっても委員を解任す

ることができる。  

(使用料)  

第6条 図書館の施設及び附属設備を利用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納

付しなければならない。  

(使用料の減免)  

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除すること

ができる。  

(使用料の還付)  

第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める

ときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。  

(委任)  

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。  

附 則 

(施行期日)  

1 この条例は、平成元年5月1日から施行する。  

(日進町社会文化センターの設置及び管理に関する条例の廃止)  

2 日進町社会文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年日進町条例第12

号)は、廃止する。  

(日進町使用料及び手数料条例の一部改正)  

3 日進町使用料及び手数料条例(昭和39年日進町条例第5号)の一部を次のように改正

する。  

〔 次のよう〕 略 

附 則(平成6年8月12日条例第20号)  

この条例は、平成6年10月1日から施行する。  

附 則(平成12年3月28日条例第26号)  

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。  

2 この条例の施行の際現に協議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命され

た日から起算して2年とする。  
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附 則(平成20年6月25日条例第20号)  

この条例は、平成20年10月1日から施行する。  

附 則(平成24年3月28日条例第16号)  

この条例は、平成24年4月1日から施行する。  

附 則(平成25年12月25日条例第31号)  

(施行期日)  

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。  

(経過措置)  

2 この条例(第11条及び第12条を除く 。)の規定による改正後の各条例の規定は、この

条例の施行の日(以下「 施行日」 という。 )以後に徴収する使用料及び手数料につい

て適用し、施行日前に徴収する使用料及び手数料については、なお従前の例による。  

附 則(令和元年7月2日条例第14号)  

(施行期日)  

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための

消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる

規定の施行の日から施行する。  

(経過措置)  

2 この条例の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「 施行

日」 という。 )以後に徴収する使用料及び手数料について適用し、施行日前に徴収す

る使用料及び手数料については、なお従前の例による。  

別表(第6条関係)  

施設の名称 使用料 

午前 午後 夜間 

視聴覚ホール 5, 550円 6, 380円 4, 810円

練習室 300円 410円 300円

工作室 1, 150円 1, 350円 1, 030円

第1会議室 1, 350円 1, 560円 1, 150円

第2会議室 1, 030円 1, 150円 830円

第3会議室 1, 250円 1, 350円 1, 030円

大会議室 2, 820円 3, 230円 2, 400円



42 

2階会議室 1, 350円 1, 560円 1, 150円

附属設備 1種類又は1品目につき、 1回当たり10, 000円以内で市長が 

定める額 

備考 

1 この表に規定する利用時間は、次のとおりとする。  

( 1)  午前 午前9時30分から午後1時まで 

( 2)  午後 午後1時から午後5時まで 

( 3)  夜間 午後5時から午後8時まで 

2 利用時間を超過した場合(1時間以内で許可を得た場合に限る。 )の超過使用料の

額は、この表に定める午後の利用時間帯使用料の額の25パーセントに相当する額

(10円未満の端数金額は切り捨てる。 )とする。  
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○ 日進市立図書館規則 

平成元年3月31日 

教委規則第7号 

(趣旨)  

第1条 この規則は、日進市立図書館条例(平成元年日進町条例第2号)第9条の規定に基

づき、日進市立図書館(以下「 図書館」 という。 )の管理及び運営について必要な事項を

定めるものとする。  

(業務)  

第2条 図書館は、次に掲げる業務を行う。  

( 1)  図書館資料(以下「 資料」 という。 )の収集、提供等に関する業務 

( 2)  レファレンス・ サービス等に関する業務 

( 3)  利用者に応じた図書館サービスに関する業務 

( 4)  多様な学習機会の提供に関する業務 

( 5)  ボランティ アの参加の促進に関する業務 

( 6)  その他図書館活動に必要な業務 

(開館時間)  

第3条 図書館の開館時間は、別表1のとおりとする。ただし、館長が特に必要があると

認めるときは、教育長の承認を得て、これを変更することができる。  

(休館日)  

第4条 図書館の休館日は、別表2のとおりとする。  

2 前項の規定にかかわらず、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て、

休館日を変更し、又は臨時に休館し、若しく は臨時に開館することができる。  

(利用者の義務)  

第5条 図書館の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。  

( 1)  所定の場所以外に資料を持ち出さないこと。  

( 2)  館内は、静粛にし、他人に迷惑を掛けないこと。  

( 3)  喫煙し、又は所定の場所以外で飲食をしないこと。  

( 4)  その他係員の指示に従うこと。  

(入館制限)  

第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒否し、又は退館を命

ずることができる。  
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( 1)  危険物、他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯している者 

( 2)  伝染性疾患があると認められる者 

( 3)  酒気を帯びている者又は館内の秩序を乱し、若しく は乱すおそれのある者 

( 4)  営利行為をする者 

( 5)  この規則の規定又は係員の指示に従わない者 

( 6)  その他管理上支障があると認められる者 

(館内利用)  

第7条 図書館を利用しようとする者は、利用のために必要に応じ所定の手続を行うと共

に、所定の場所において資料の閲覧又は視聴をしなければならない。  

(個人貸出し)  

第8条 資料の個人貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当し、所

定の登録を受け、利用者カードの交付を受けた者とする。  

( 1)  市内に住居を有する者 

( 2)  市内に所在する学校に在学する者 

( 3)  市内に所在する事業所等に勤務する者 

( 4)  名古屋市、瀬戸市、豊田市、尾張旭市、豊明市、みよし市、長久手市又は東郷町に

住所を有する者 

2 同時に個人貸出しできる資料の数は、 10点以内とする。  

3 個人貸出期間は、貸出日及び返納日を含めて 15日以内とする。ただし、図書館業務の

ため必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。  

(団体貸出し)  

第9条 資料の団体貸出しを受けることができるものは、市内に所在する読書活動を行う

団体のうち、館長が適当と認めたもので、所定の登録を受けたものとする。  

2 同時に団体貸出しできる資料の数は、館長が定め、その期間は、原則として 1月以内と

する。  

(貸出しの制限)  

第10条 次に掲げる資料は、館外貸出しをしないものとする。  

( 1)  貴重書又は特別書 

( 2)  辞書類又は参考図書類 

( 3)  その他館長が貸出しを不適当と認めるもの 

(特別貸出し)  
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第11条 館長が特に必要と認める場合は、前3条の規定にかかわらず、貸出しをすること

ができる。  

(資料の返納)  

第12条 館長は、資料を期限内に返納しなかった者に対しては、以後一定期間貸出しを制

限又は停止することができる。  

2 資料を期限後も引き続いて利用しようとするものは、館長の承認を得なければならない。 

(資料の複写)  

第13条 資料の複写を依頼する者は、図書館資料複写申込書(第1号様式)に所要事項を記

入し、実費を納入しなければならない。  

2 次に掲げる資料は、複写することができない。  

( 1)  複写困難なもの及び損傷のおそれがある資料 

( 2)  著作権を侵害するおそれのある資料 

( 3)  その他館長が複写を不適当と認める資料 

(会議室等施設の利用)  

第14条 会議室等施設(以下「 会議室等」 という。)を利用しようとする者は、日進市公共

施設利用許可申請書(第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。  

2 教育委員会は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、

申請者に日進市公共施設利用許可書兼領収書(第3号様式)を交付するものとする。  

3 教育委員会は、会議室等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付す

ることができる。  

4 会議室等の利用の許可の順位は、利用日の属する月の3月前の初日にあっては1か月分

の利用の許可の順位を抽選により決定し、当該抽選後から利用日までの日にあっては第

1 項の申請書の提出の順位により決定する。ただし、公用又は公共のため利用する場合

において、教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。  

(利用の不許可)  

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可

しない。  

( 1)  公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。  

( 2)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第

2 号に掲げる暴力団その他集団的に、若しく は常習的に暴力的不当行為等を行うおそ

れがある者又は組織の利益になるとき。  
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( 3)  営利を目的とするとき。  

( 4)  施設を損傷するおそれがあるとき。  

( 5)  その他管理上支障があるとき。  

(利用許可の取消し等)  

第16条 教育委員会は、会議室等の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、会議室等の利用の中止を命じ、許可の取消しをすることができる。  

( 1)  前条各号のいずれかに該当するとき。  

( 2)  この規則の規定による許可に付した条件に違反したとき。  

( 3)  虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。  

(損害賠償)  

第17条 資料又は設備を紛失し、若しく は損傷した者は、その損害を賠償しなければなら

ない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。  

(図書館協議会の組織)  

第18条 図書館協議会(以下「 協議会」 という。)は、委員の互選により、委員長及び副委

員長、各1人を置く 。  

2 委員長は、協議会の会議(以下「 会議」 という。 )の議長となり、会務を総括する。  

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務

を代理する。  

(会議)  

第19条 会議は、委員長が必要と認めるときその日時、場所及び会議に付議すべき事件を

あらかじめ通知して招集する。  

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開く ことができない。  

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。  

(委任)  

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。  

附 則 

(施行期日)  

1 この規則は、平成元年5月1日から施行する。  

(日進町社会文化センター管理規則の廃止)  

2 日進町社会文化センター管理規則(昭和55年日進町教委規則第2号)は、廃止する。  
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附 則(平成3年2月6日教委規則第1号)  

この規則は、平成3年3月1日から施行する。  

附 則(平成8年11月6日教委規則第6号)  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則(平成12年2月1日教委規則第1号)  

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日進市立図書館規則の規定は、平成 11 年

10月1日から適用する。  

附 則(平成14年3月6日教委規則第5号)  

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし第8条第2項の改正規定は、平成

14年6月1日から施行する。  

附 則(平成16年3月9日教委規則第2号)  

この規則は、平成16年4月1日から施行する。  

附 則(平成17年6月1日教委規則第5号)  

この規則は、平成17年7月1日から施行する。  

附 則(平成19年1月11日教委規則第1号)  

この規則は、平成19年4月1日から施行する。  

附 則(平成19年9月4日教委規則第6号)  

この規則は、平成19年11月1日から施行する。  

附 則(平成20年10月1日教委規則第7号)  

1 この規則は、公布の日から施行する。  

2 この規則による改正後の日進市立図書館規則第2号様式及び第3号様式の規定は、平成

21年4月1日以降の利用に係る手続について適用し、同日前の利用に係る手続について

は、なお従前の例による。  

附 則(平成25年2月8日教委規則第1号)  

この規則は、公布の日から施行する。  

附 則(平成29年3月22日教委規則第1号)  

この規則は、平成29年4月1日から施行する。  

附 則(令和元年12月12日教委規則第6号)  

この規則は、令和2年4月1日から施行する。  

附 則(令和3年6月30日教委規則第4号)  

この規則は、令和3年7月1日から施行する。  
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附 則(令和6年1月10日教委規則第1号)  

この規則は、令和6年2月1日から施行する。  

別表1(第3条関係)  

区分 玄関ホール以外の施設 玄関ホール 

火曜日から金曜日まで 午前9時30分から午後8時

まで 

午前9時から午後8時まで

日曜日、月曜日、土曜日及び

国民の祝日 

午前9時30分から午後5時

まで 

午前9時から午後5時まで

備考 「 国民の祝日」 とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定す

る休日をいう。  

別表2(第4条関係)  

区分 玄関ホール、視聴覚ホール、

練習室、工作室、第 1 会議

室、第2会議室及び第3会

議室以外の施設 

玄関ホール、視聴覚ホール、

練習室、工作室、第 1 会議

室、第2会議室及び第3会

議室 

休館日 ( 1)  1月1日から同月3日

まで及び 12 月 29 日から

同月31日まで 

( 2)  毎月第1月曜日及び第

1木曜日(この日が第1号

及び第 3 号に規定する日

並びに国民の祝日となる

ときは、その翌日以降の

最初の第1号、第3 号及

び第 4 号に規定する日、

日曜日、土曜日並びに国

民の祝日でない日)  

( 3)  特別整理期間(毎年 1

回15日以内で館長が定め

る期間)  

( 4)  月曜日(この日が国民

(1)  1月1日から同月3日

まで及び 12月 29日から

同月31日まで 

( 2)  毎月第1月曜日及び第

1木曜日(この日が第1号

及び第 3 号に規定する日

並びに国民の祝日となる

ときは、 その翌日以降の

最初の第1号及び第3 号

に規定する日、日曜日、

土曜日並びに国民の祝日

でない日)  

( 3)  特別整理期間(毎年 1

回15日以内で館長が定め

る期間)  
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の祝日に当たる日を除

く 。 )  

備考 「 国民の祝日」 とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。  

（ 省略） 第1号様式 図書館資料複写申込書 

（ 省略） 第2号様式 日進市公共施設利用許可申請書 

（ 省略） 第3号様式 日進市公共施設利用許可書 
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